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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 第６回津市景観審議会 

２ 開催日時 
平成２９年２月２１日（火） 

午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

３ 開催場所 津市本庁舎４階 庁議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市景観審議会委員） 

赤野利彦、浅野聡、伊藤研也、今井正次、大野研、岡田博明、倉田

幸夫、水谷渉、宮崎重則、森口由貴、諸戸善昭、横山洋美 

 

（事務局） 

都市計画部長（加藤）、都市計画部次長（伊藤）、都市政策課長（別

府）、 

都市政策課都市計画・景観担当主幹（松本）、 

都市政策課都市計画・景観担当（瀧本、奥山） 

５ 内容 

１ 開会 

２ 議題  

重点地区指定後の取組状況について（一身田寺内町地区） 

重点地区候補地の取組状況について 

景観法第１６条に基づく届出等の状況について 

３ その他 

４ 閉会 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

都市計画部都市政策課都市計画・景観担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２９０ 

E-mail  229-3177@city.tsu.lg.jp 
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・議事の内容  以下のとおり 

 

１ 開会 

都市政策課長 【開会、事務局の紹介】 

都市計画部長 【挨拶】 

都市政策課長 本会議は津市情報公開条例第２３条の規定に基づいて公開し、傍聴席を

設けております。また、会議の結果を、ホームページで公表させていただ

きますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

さて、本日の会議の議長ですが、津市景観条例第２６条第１項の規定に

よりまして、会長が務めることとなっておりますので、浅野会長よろしく

お願いいたします。 

議長 

 

 

本日の議題は、「重点地区指定後の取組状況について（一身田寺内町地

区）」、「重点地区候補地の取組状況について」及び「景観法第１６条に基

づく届出等の状況について」の３案件です。 

委員各位におかれましては議事の円滑な進行によろしくご協力いただ

きますようお願い申し上げます。 

それでは、お手元の事項書にある会議次第のとおり進めたいと思います

が、事務局、本日の傍聴者の状況についてご説明願います。 

都市政策課長 本日は、傍聴者がございませんので、このまま会議を進めていただけれ

ばと思います。 

議長 本日は、傍聴者がみえないということですので、このまま会議を進めた

いと思います。 

それでは、審議会の成立の可否について、事務局より報告してください。 

都市政策課長 ただいま、審議会委員１２名中１１名の方がご出席いただいております

ので、津市景観条例第２６条第２項の規定により過半数の出席と認め、会

議は成立しております。 

２ 議題 

・重点地区指定後の取組状況について（一身田寺内町地区） 

議長 それでは、議題に移ります。まず、「重点地区指定後の取組状況につい

て（一身田寺内町地区）」事務局から説明をお願いします。 

都市計画 

・景観担当主幹 

それでは、重点地区指定後の取組状況につきましてご報告させていただ

きます。 

当審議会でも、これまでに何度も御審議いただきました案件ですが、昨

年４月１日に一身田寺内町地区を津市としまして第１号となる重点地区

に指定しましたので、重点地区の区域や指定後の状況等につきまして、ご

説明いたします。 

まず、本市における景観形成事業の状況についてご説明いたします。本

市では平成２５年１２月に津市景観計画を策定し、平成２６年７月から計

画を運用しています。 

景観計画では、本市の魅力をつくるために、特徴ある景観を有する地区

を「景観形成地区」に指定しており、それぞれの地区の特徴を守り、そし

てさらに地区の印象が高まるように、景観形成の基準を定め、建築物等の

誘導を行っています。 

スライドで紹介しますと、芸濃町楠原、一身田寺内町、津駅東、西、津

城跡周辺、津なぎさまち・フェニックス通り、榊原温泉、美杉町多気、奥

津、三多気地区の 10 か所を景観形成地区として指定しております。 

そして、冒頭にも申し上げましたが、昨年４月１日一身田寺内町地区を
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津市で初めて重点地区として指定しました。一身田寺内町地区について

は、これまでも景観形成地区として高田本山専修寺を中心とした独自の基

準を基に景観誘導を図ってまいりましたが、より重点的に、よりきめ細や

かな景観の形成を推進するために、津市景観条例第７条第１項の規定に基

づき、重点地区として指定しました。 

こちらは、重点地区のエリア図です。詳細につきましては資料１をご覧

ください。 

紫色で示した部分が重点地区の区域として指定した区域で、専修寺をは

じめとするお寺や屋敷の立派な門・塀を中心とした風情ある景観が見られ

る通りを「あ」の通り、町屋、店舗、住宅が建ち並ぶ風情ある景観が見ら

れる通り、こちらを「い」の通りとしています。スライドの上のオレンジ

の部分、方角で言いますと北側になりますが、こちらの地区につきまして

は、昨年の審議会でも委員から、今後どのように対応していくのかと言っ

たご意見をいただいておりましたが、現在も重点地区ではなく、景観形成

地区として指定しております。 

重点地区の指定後も、寺内町整備推進委員会の活動は続けられており、

２か月に１回程度、一身田寺内町の館において景観まちづくりについて会

議を開催しております。 

指定後の活動としましては、５月に「一身田寺内町地区まちなみルール

＆解説」を地区内全戸及び、地区内に土地をお持ちの方に対し配布しまし

た。７月には、重点地区のまちなみルールに基づき、風情あるまちなみ景

観を見守り、住環境の保全、賑わいあるまちづくりなどにつなげることを

目的とした組織、「一身田寺内町まちなみ見守り隊」が発足し、景観まち

づくり活動を継続していただいております。見守り隊のメンバーは寺内町

整備推進委員会が中心となり、住民からの相談窓口的な役割を担っていた

だいております。また、見守り隊発足後は、まちなみ見守り隊の役割や重

点地区指定に伴う各種届出内容をまとめた冊子「まちなみを見守る仕組み

づくり」を作成し、地区内にお住まいの方の相談に対し、素早く対応でき

るような体制を整えていただいています。 

重点地区に指定したことにより、区域内での新築や増改築、色彩変更と

いったすべての行為に届出が必要となることから、津市としましては、届

出漏れを防ぐため、三重県知事の許可を得た市内の建築工事業者、大工工

事業者、塗装工事業者や、三重県建設業協会、三重県建築士事務所協会、

三重県建築士会、さらに市内に展示場や店舗を有するハウスメーカーや建

築確認申請の窓口となる指定確認検査機関など約１６００業者に対し、一

身田寺内町を重点地区に指定したことを周知する文書を送付しました。 

三重県建築士会様や三重県建設業協会様におかれましては、県内の全会

員に配布いただくなど、大変ご協力をいただいております。 

外観が変更になる場合は、住民から直接、事前にお問い合わせをいただ

いたり、また、建築確認申請の窓口となる指定確認検査機関から届け出る

よう助言いただく場合もあり、現在のところ、建築物の新築２件、色彩の

変更（外壁の塗替え）１件、工作物の新設２件の計５件ですが漏れなく届

出をいただいている状況です。また、１２月には、建築指導課の建築審査

担当と協議を重ね、より有効的に補助制度を活用していただくため、「重

点地区補助金活用の手引き」を作成しました。 

これは、一身田寺内町の多くが準防火地域内ということもあり、建築基

準法に適合した修景整備方法の事例を紹介した冊子になっております。そ
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して、７月には、重点地区に指定したことを広く周知するため、景観審議

会委員の皆様にもご案内を差し上げましたが、高田本山宗務院を会場に、

「津市景観シンポジウム」を開催しました。 

シンポジウムの第１部では、本審議会の会長であり、三重県景観アドバ

イザーも務められる浅野会長を講師にお招きし、「歴史的まちなみを活か

したまちづくり」と題した基調講演を、また 第２部では浅野会長にコー

ディネーターを務めていただき、寺内町整備推進委員会から中西委員長、

楠原まちなみ景観保全会から柴田会長、高田本山専修寺から広報課の藤谷

氏、津市都市計画部都市政策課から別府課長、４氏によるパルディスカッ

ションが開催されました。 

当日は、市内外から約７０名の方に参加していただきました。 

当日の内容が、津市行政情報番組で放送されましたので、ご覧ください。 

最後になりますが、まちなみ修景整備事業補助金の運用状況についてご

説明いたします。 

今年度は、現時点で工作物の新築に係る補助申請が２件あり、２件とも

補助金を交付しております。 

写真は、今年度一身田北区自治会より申請のあった消火器ボックスの修

景カバーです。 

寺町通りにある４か所の消火器ボックスを修景カバーで覆い、歴史的ま

ちなみの景観を守ろうと、地域住民がアイデアを出し合い、設置したもの

です。 

この案件は、まちなみ修景整備事業の第１号であったため、津市景観審

議会部会に諮問し、補助金交付要件として適正か御審議いただき、審議会

部会の意見を踏まえた上で、適正と判断しましたので補助金の交付対象と

いたしました。 

少し拡大してみます。やはり、消火器修景ボックスで覆うと、雰囲気が

変わります。 

一身田寺内町の歴史的なまちなみと見事に調和し、風情ある景観を形成

しています。今年度は、北区以外に中区自治会からも仲之町通りの消火器

ボックスの修景カバー１１基分の補助金交付申請があり、補助金を交付さ

せていただいております。 

来年度、平成２９年度には橋向区自治会からも、同様に消火器ボックス

の修景カバーに対するまちなみ修景整備事業の申請があると聞いており

ます。 

このように、一身田寺内町においては、重点地区指定後も一身田寺内町

まちなみ見守り隊を中心に、景観まちづくり活動が活発に行われており、

地域住民の景観に対する高い意識がうかがえます。 

重点地区指定後の取組状況に係る説明は以上でございます。 

議長 ただいま、事務局より「重点地区指定後の取組状況について（一身田寺

内町地区）」の報告がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらご

発言願います。 

委員 カバーだけで全然感じが違いますね。 

議長 地元からの自主的な取組ということを聞いております。このやり方が良

いか悪いかはいろんな意見があると思いますが、地元の方たちの自主的な

動きがあるということは良いことだと思います。 

この動きがもっと広がると、まちを活性化しようという意識につながっ

ていくのではないかと思いますので、意識の向上はみんなで後押ししてい
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きたいと考えております。 

重点地区に指定されてから、市が定める津市景観計画に基づく、届出が

たくさん出てきており、最近、頻繁にこの審議会の部会で建て方に関する

景観形成基準に適合しているかの審議をしております。 

部会メンバーの一人でもある委員、この件についていかがですか。 

委員  地域からこのような届出が出てくるということは、非常に大切なことで

あって、どんどん届出を出していただくことは大事なことだと思います。 

 参考までに教えてください。１基に対していくら補助金を交付している

のですか。 

都市計画 

・景観担当主幹 

 消火器ボックスカバーを１基作るのに１万円かかります。本来である

と、整備する必要のないものに対して、あえて修景していただく形になり

ますので、半額の５千円を補助金として交付しています。残りの半額につ

いては、自治会さんで負担していただいております。 

議長 住宅の届出に対して部会を開催し、いろんな意見出しを行っています

が、いかがでしょう。 

委員  重点地区のまちなみに合わない案件も見られますので、建築する業者と

しても、もっと周知をするべきだなと感じています。 

議長  同じく部会メンバーである委員いかがですか。 

委員  先般、景観アドバイザーとしても意見出しをさせていただきましたが、

住宅を建てようとする人、または修景しようとする人の想いと、補助制度

が必ずしも合っていないところがあると思います。補助金の内容について

はこの審議会でも協議いただいたのですが、今後、事例を重ね、経験を積

むことによって補助制度の軽微な変更なども検討していった方が良いと

思います。 

議長 今、部会メンバーでも補助金の見直しに関しては協議を重ねているとこ

ろです。ちょうど補助金を使った建築物の第１号について審議をしている

ので、完成後は、来年度の審議会で報告いただき、各委員から望ましい補

助金のあり方について、ご意見いただければと思います。 

委員 消火器ボックスカバーの様な地元主体の取組がさらに進み、寺内町にオ

ープンカフェなどができるようになると、さらに地元の方の意識も変わる

でしょうし、そのような方向に寺内町が変わることを期待しています。 

議長 重点地区に指定されて、今年度３回部会を開催しました。良い意味で驚

いていますが、一身田に住み続けるために住宅を新築したいと思っている

方が結構いることが分かりました。 

これは、景観計画以前の問題で、一身田のまちが空洞化しないというこ

とで、あそこに住宅を建てるニーズがあることにかなり驚き、すごく良い

ことだなと思いました。歴史的なまちとその周辺は、全国的に空洞化しや

すいと言った共通点があります。 

住宅を建て替えたり、修理したりする時に、いかに景観に合わせて良い

まちなみを一緒に作ってもらうかが大事だと思いますので、引き続き部会

の方でも届出があれば、少しでも良い景観になっていただくように所有者

の方にアドバイスしながら、良いものを作っていただけたらと思います。 

先ほど景観シンポジウムの映像を拝見しましたが、一身田のまちづくり

は十数年前から行われています。私も何度も会議に出席し、いつもいいと

ころまで行くのですが、流れたことが過去に何度もあります。 

今回は、話を流してしまうとまちなみが消えてしまうからということ

で、中西委員長をはじめ地元のみなさんが重点地区指定を目指して活動で
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きてとてもよかったと思いますし、専修寺さんの対応が随分変わってきて

いると感じます。今回のシンポジウムの会場も専修寺さんの会場をお借り

できました。専修寺さんをはじめ、どこのお寺でも地元との結びつきを非

常に大事にされていますし、神社も廃業に追い込まれるところが増えてき

て、地元との結びつきを深めようという流れになってきています。専修寺

さんもかなり地元に歩み寄ってきてくれているのかなと感じました。 

パネリストで出ていただいた専修寺の方も、地元と一緒に景観まちづく

りを行っていきたいとおっしゃられていました。今までなかなかうまくか

み合わなくて、良いところまで話が行くのですが、地元との合意にまでは

いかなかったことが多かったのですが、今回は専修寺さんの方もまちづく

りに協力する姿勢を見せてくれたので、これを軌道に乗せて、専修寺さん

を核にした良いまちづくりが進めばと思います。 

委員  景観アドバイザーとして相談に乗ったときに、施主から要望があったの

ですが、インフラを考えないといけないと思うことがありました。 

都市政策課と道路管理担当課など一体的に取組まないといけないと感

じました。具体的にいいますと、まだ関係機関に確認していませんが、カ

ラー舗装を取り壊し、ガス管を埋設し、最後、カラー舗装で復旧するわけ

ですが、カラー舗装の部分は個人負担で復旧しないといけないということ

でした。これでは、施主の負担が多くなるということで都市ガスを引かず

に、プロパンに変更したと言った話を聞きました。 

カラー舗装を実施したのは行政ですが、このような場合のメンテナンス

は、行政は行わないのでしょうか。このような問題を、建物だけではなく

全体的に対応できるように考えていただかないと、住民の意識も高まって

こないのではないかと感じました。 

都市政策課長  補助金を交付して終わりではないので、今後も事例を重ねていく中で地

元の方々にプラスになるような補助金を考えていく必要があると思いま

す。カラー舗装については、私どももしっかり把握しておりませんでした

ので、今回このようなお話があったので初めて認識したのですが、地域の

機運を損なうようなことになってしまってはいけませんので、建設部局や

関係部署と連携しながら、対応していきたいと考えております。 

議長 他の市町では、カラー舗装の復旧に対して負担額が増えると言った事例

は聞いたことがないので、もしかしたら津市独自かもしれません。 

委員 確認は取れていませんが、水道は津市が直接管理していますから、復旧

は津市がしていると思うのですが、ガス管や電話線などと言った民間のイ

ンフラはそうなのかもしれませんね。確認すべきですね。 

議長 都市政策課の方で確認しておいてください。 

また、都市政策課長もおっしゃられましたが、重点地区としてスタート

したばかりなので、行政側も後押ししていただけると嬉しいです。 

 

・重点地区候補地の取組状況について 

議長 続きまして、「重点地区候補地の取組状況について」事務局から説明を

お願いします。 

都市計画 

・景観担当主幹 

それでは、重点地区候補地の取組状況につきましてご説明させていただ

きます。 

計画策定時点での重点地区候補地は、一身田寺内町地区、楠原地区、多

気地区、奥津地区、三多気地区の５地区でしたが、先ほどもご説明させて

いただきましたとおり、昨年４月１日に一身田寺内町地区を重点地区に指
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定しましたので、現在は４地区で重点地区指定を目指し、地元と合意形成

に向けて協議を重ねております。 

では、地区ごとの取組状況についてご説明申し上げます。芸濃町楠原地

区です。伊勢別街道の宿場町で、本陣、問屋場、高札が置かれ、旅籠も数

件ありました。美しい格子戸の連なりが地区の景観を特徴づけています。 

これらの格子は住民の皆様の自主的な活動によって継承されてきたも

のであり、そのまちなみは、市内に残された数少ない歴史的なまちなみと

なっています。 

楠原地区での取組ですが、平成２５年７月に楠原自治会と重点地区指定

を目指し協議を開始しました。その後、まち歩きや、ワークショップなど

を重ね、平成２６年４月に楠原区長や地区内の自治会長等を中心に「楠原

まちなみ景観保全会」を設立し、現在も活動を続けていただいております。

また、同年１０月には、芸濃町にあります市立明小学校４年生を対象に景

観教育を実施しました。平成２７年１１月には、５年生となった児童たち

を対象に前年に引き続き、景観教育を実施しました。こちらが平成２６年

１０月に実施した景観教育の様子です。この景観教育は、児童たちが自分

たちの地域や自分たちの暮らしを知り、そして、今の楠原の景観があるの

は、昔の人たちの営みの結果であることを認識してもらうことを目的に開

催しました。児童たちは、楠原まちなみ景観保全会のみなさんと一緒にま

ちを歩き、保全会の方から楠原の歴史や文化などを学びました。延べ８時

間の景観教育を終えた児童たちからは、「自分たちの住む地域の良さに気

づいた。景観に対する興味や愛着が生まれた。」といった声があがりまし

た。 

このように、地域内の幅広い世代を対象に景観まちづくりを行っている

楠原地区ですが、平成２８年３月には公益社団法人三重県市町村振興協会

が実施している地元学支援事業を活用し、楠原まちなみ景観保全会の活動

と、明小学校５年生を対象とした景観教育を結び付けた「楠原楽校」を開

催しました。 

今年度は、５月と８月に楠原まちなみ景観保全会の役員会を、１１月に

はこれまでの景観まちづくり活動の振り返りや重点地区の指定に向けた

勉強会を開催し、地元住民の合意形成を図っています。 

ここからは、美杉地域の３地区の取組状況につきましてご説明させてい

ただきます。美杉地域の３地区でも、津市景観計画を策定する以前から、

重点地区指定を目指し、地元住民や連合自治会などと協議を開始し、現在

も協議を重ねております。 

本年度も、それぞれの地区で重点地区指定に向けた勉強会や意見交換会

などを開催していますが、いずれの地区も人口の減少や、高齢化が進み、

さらに空き家の問題も大きく、なかなか景観まちづくり活動を行う機運が

高まらないのが現状ですが、なかには美杉地区の歴史あるまちなみを残し

ていきたいという想いをもった方もおみえですので、その方たちの気持ち

を大事にしながら、地元と協働して景観まちづくり活動を続けていきたい

と考えております。 

まず、多気地区の景観特性につきまして概略を説明させていただきま

す。多気地区の南側には大和と伊勢を結ぶ伊勢本街道が通り、宿場町とし

て多くの人が行き交い、賑わいを見せていました。現在も、街道沿いには

日本家屋や蔵などの歴史的建造物が連なるまちなみが見られ、常夜灯や道

標、大きな樹木などとともに地区の景観を特徴づけています。 
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多気地区での取組ですが、昨年５月と７月に地元自治会連合会や伊勢本

街道を活かした地域づくり協議会、多気の郷元気づくり協議会など多気地

区でまちづくり活動を行っている各種団体を対象に、重点地区指定に向け

た説明会を開催しました。 

１０月には多気地区在住の小中学生１６名を対象に「多気地区まちなみ

アンケート」と題し、景観に対する意識調査を実施しました。 

また、１１月には多気地区文化祭で、小中学生のアンケート結果を報告

し、それにあわせて地域住民のみなさんにも、多気の素晴らしい景観を再

認識していただくことを目的に、「みんなで多気の景観を考えよう！私の

好きな多気の景観」と名付けたパネル展示を行いました。こちらは、小中

学生のアンケート結果です。６３％の小中学生が、多気のことが「好き」

または「大好き」と答えました。また、好きなところ、友達に紹介したい

ところには「北畠神社」が全体の２０％を占め、「川」や「山」なども上

位を占めるなど、子供たちは地域の資源を愛し、地域に誇りをもっている

状況がうかがえ、地域愛の高さがわかりました。 

こちらは、地域住民を対象とした景観パネル展示の結果です。小中学生

のアンケート結果と同様、「北畠神社」が一番人気でした。多気地区の住

民にとって北畠神社やその周辺の景観は、郷土の誇りであり、多気地区の

景観を形成する上でなくてはならない存在であることがうかがえます。 

今後は、これらの結果を基に、行政と地元が協働して景観まちづくり活

動を実施していきたいと考えております。 

なお、小中学生のアンケート結果と景観啓発パネルの結果については、

「多気景観まちづくり通信 第１号」として、多気地域の全世帯に回覧し

ております。 

続いて、奥津地区の景観特性につきまして概略を説明させていただきま

す。奥津地区は大和と伊勢を結ぶ重要な道であった伊勢本街道の要所とし

て、雲出川沿いの山あいに栄えた宿場町です。古いたたずまいの旧旅籠、

江戸時代の道標、常夜灯などが残っています。また、地域住民等によるま

ちづくりの一環として、来訪者への「おもてなし」の心を手作りの暖簾に

表す取組が行われています。 

奥津地区での取組ですが、昨年７月と１１月に地元自治会連合会を対象

に、重点地区指定に向けた説明会を開催しました。その後、地元より景観

形成地区内の各自治会単位で意見交換会を実施したいと、申し出がありま

したので、昨年１２月に奥津地区の市場上・中・下自治会、須郷自治会、

谷口自治会を対象に意見交換会を実施しました。地元からは、「景観まち

づくり活動が大事なことであることは理解しているが、高齢化と空き家問

題が顕著であり、まずは、その問題を解決すべきである。」といった意見

があった一方で、地区外からの転入者が今年度２軒あった須郷地区では、

「自分たちは気づいていないかもしれないけれど、魅力ある地区なのかも

しれない。これを機会に、景観まちづくり活動を始めてみよう。」といっ

た意見もあり、今後地元のみなさんと慎重に協議を進め、重点地区指定に

向けて、合意形成を図りたいと考えています。 

最後に三多気地区です。山間地に位置する三多気の集落は、桜の名所と

して広く知られ、茅葺きの家屋をはじめとする伝統的な日本家屋や蔵など

が立ち並んで見られます。集落の周囲には棚田や茶畑が広がり、これらが

美しく調和する日本の原風景ともいえる山里の景観を形成しています。 

三多気地区での取組ですが、昨年９月と１０月に三多気区及び三多気地
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区内の自治会長を対象に、重点地区指定に向けた説明会を開催しました。

その後、本年１月に三多気地区全世帯を対象に重点地区指定に向けた説明

会を開催し、約８割の方に参加いただきました。地元からは、「日々の暮

らしが大変な中、景観まちづくり活動に取組む余裕がない。」、「１０年後

の三多気のことを考えると、さらに高齢化が進んでいるため慎重にならざ

るを得ない。」といった意見がある一方で、「大きなことはできないが、名

勝の名に恥じないように景観を残していきたい。」、「三多気に住んでいる

人に、こんなに素晴らしい景観の中で暮らしているということを再認識し

てほしい。」などの意見が出されました。 

そのような状況の中、３月に地元自治会が主催で、ヤマザクラの植樹を

予定しており、かつては２０００本余りあったとされる、桜並木の復活に

向けて、地元と共に景観まちづくりに取組んでいきたいと考えています。 

重点地区候補地の取組状況についての説明は以上です。 

議長 ただいま、事務局より「重点地区候補地の取組状況について」報告があ

りましたが、ご質問、ご意見がございましたらご発言願います。 

委員  先々週、仕事で芸濃町楠原に行くことがあったのですが、高齢化が激し

く、町内１３０世帯のうち昨年のお盆から１２人が亡くなったそうです。

目の前にある問題として、高齢化が進んでおり景観を美しくしてその後ど

うするか。住む人がだんだん減っていく中で、なかなか意欲的に取組む気

持ちになれないのではないでしょうか。津市の中心から遠いですが、新し

い若い世代が暮らそうと思う地域にしていくことが、津市の課題なのでは

ないでしょうか。 

議長 景観まちづくり活動をしていく上で、地域の存続は前提ですね。 

委員 林業の代表として出席させていただいておりますが、唯一の美杉地域在

住者として現状は理解させていただいております。 

三多気の桜などは地域の財産なのですが、それをいかに維持していく

か。津市全体の財産として考えていく必要があるのではないでしょうか。

三多気地区は桜まつりの時にはたくさん人が来てくれるところなのです

が、限界集落を超えて消滅集落に近い状況です。自治会組織そのものが成

り立たなくなってきています。 

これは、美杉地域の３地区にも同じことが言えます。自治会長が８０歳

を超えており、毎年役員改正の時期になると、なり手がいないと言った問

題が生じているのが現状です。 

美杉３地区ありますけれども、多気地区は歴史的な価値が高い地区なの

で、その中で地域活性化の取組がされていますが、三多気地区は特に高齢

化が著しい地域です。 

田に水を張り、桜が映っている三多気の桜を代表する景観があります

が、あの景観を維持していくことが厳しい状況です。それに対する助成が

あればいいと思います。実はあの水田は、普段は田を作っておらず、桜の

時期だけ水を張っています。みなさんあの風景を写真に撮られていますけ

ど、桜を美しく見ていただくためだけに維持管理をしているものです。地

元の方は、この景観は守っていかないといけないという意識は持っていら

っしゃいます。しかし、そのこと自体が限界に近付いているのが現状です。 

津市の財産としてとらえ、地域を守るために何か良い手立てがないのか

なと思います。三多気地区は高齢化の問題と空き家の問題、さらに耕作放

棄地の問題もあります。 

説明にもありましたが、多気地区全体でも小中学生が１６人しかいない
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現状です。美杉地域には小学校が１校ですが、いずれは０人になる時代が

来るかもしれません。自治会自体が成り立たない現状があります。 

この問題はすべての分野につながると思うのですが、山、田を管理する

人がいないのは、それだけでは生活が成り立たないからであり、担い手が

いなければ山も田も荒れるといった悪循環となっています。これからもこ

の問題はどんどん深刻になっていくと思います。 

三多気の桜はヤマザクラで、全国にはない景観です。桜を維持しようと

新たに桜を植えても食害防除ネットを設置しなければ、枯れてしまいま

す。農作物も囲いの中で作らなければ動物に食べられてしまいますが、景

観的にはあまり良いものではありません。 

委員  美杉地域へは月に１回程度、農業委員として現地確認に行っています。

太陽光発電施設への農地転用が多いです。農業ができなくなると太陽光発

電施設に変わってしまいます。 

美杉地域に入るとホッとしますし、ものすごくいい所ですが、美杉地域

では空き家が増加し、人口が減り、農林業が衰退するといった問題が特に

顕著です。中山間地域を守り、家族農業を守るということは絶対に大事な

ことです。 

三多気地区の現状にもありましたが、農家の人がいなくなってきていま

す。景観維持のためにも何か支援をお願いしたいです。 

委員 私も三多気の桜を見に行き、本当にきれいだと思いました。まさか、桜

が咲いている期間だけ田んぼに水が張られているなんて思ってもみなか

ったです。 

委員 田んぼを作ってもお米がとれないですから、桜の季節だけ水を張ってい

ただいています。 

委員 太陽光発電施設が増えるのも同じ理由です。お米を作ってもとれないか

ら、太陽光発電施設を設置するのです。一度太陽光発電施設が設置される

と、２０年間は元には戻らないので深刻な問題です。津市全体で太陽光発

電施設が増えています。市として規制できないことは分かっていますが、

何か対策が必要です。 

委員 景観法の欠点ですが、まちなみなどの制限はできるのですが、三多気の

棚田を守ることにはつながりません。 

先日、一身田駅に結構有名なカフェがオープンしました。カフェが来る

前は、中西委員長名で、空き店舗に張り紙がしてあり、雑貨屋やカフェな

どの出店の際はお安く貸します。と言った内容が書かれていたように記憶

しています。今では平日も行列ができるほど人気店になっています。あの

ようなカフェが楠原や美杉地域に入ってくれると、人も寄ってくるし、経

営者も移住してきてくれて、その地域に住んでくれるので良いのですが。 

委員 この前、美杉地域で現地確認をさせていただいた時、外国人の方が古民

家を借りて、そこの蔵を住まいにしたいと言っていました。 

委員 紀宝町のグリーンツーリズムにも外国人の方が入って来られています。 

外国人の方は、民泊サイトを利用して来られる方が多いようです。 

委員  津市では、民泊施設が少ないように思いますので、美杉地域で考えてい

ただけたら良いなと思います。 

委員 景観形成地区や重点地区に指定したあと、どのようにまちづくりをして

いくかが非常に重要だと思います。その地区に住んでいる人が亡くなると

空洞化します。さらに、若い世代が入って来ないとなると、転入者を確保

する方法を考えることが大事です。転入者は、その地域で生活できる基盤
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がないとなかなか入ってきません。景観を活かした産業、観光を考えるな

ど、何かを考えないといけないと思います。 

地区指定しても萎んでいくようでは、未来への発展にはつながらないと

思います。ただ、良い景観だから規制するのではなく、他所から移り住ん

でくれる人を対象に考えていかないと、長くは続かないと思います。 

今の人たちで作ったルールは、その人たちが亡くなった時に終わりにな

ってしまうので、新しい人が入ってきてからも重点地区として指定し続け

るには、産業化や観光化など何らかの手立てが必要となってきます。そう

なれば、法律に頼らないといけない部分も出てくると思いますので、その

ような事態にならないように行政で考えていかないといけないと思いま

す。 

議長  生業と生活があってこそ景観があります。その部分が崩れてきているよ

うに思います。これは、都市政策課だけの問題ではなくオール津市で考え

ていかないといけない問題だと思います。 

 太陽光発電施設の設置が他市でも非常に増えています。農業の衰退と太

陽光発電業者の営業が背景にあると思います。 

志摩市でも反対の署名が提出されました。先日、志摩市の景観審議会で

そのことを議論してきたのですが、志摩市では太陽光発電の他にも風力発

電の話も出ていました。 

これらの事業に関係する業者さんは実績のある業者さんばかりではあ

りませんので、そこを心配しています。大手企業の子会社などが参入して

きて、メンテナンスもしっかりやってくれるような業者だと信頼できるの

ですが、実績のない業者が資金繰りに困って倒産した時、土地の所有者の

方は処理費用の問題に直面し、結果、太陽光発電が放棄されることになり

ます。 

委員 先日市内でも、そのようなケースがありました。 

議長 そうなると、景観の問題、環境破壊の問題など２重３重の問題を引き起

こします。そのような話も含めてトータルで生業をどうやって行くか考え

ていくことが重要だと思います。 

景観審議会だけの問題ではないのですが、オール津市で考えていかない

といけない問題であると思います。 

美杉地域に関しては、せっかく名松線が復旧しましたので、再び廃線と

ならないよう、今後の利活用をみんなで応援していきましょう。 

委員  新しく美杉地域に転入してくる方はしっかりとした考え方をもって来

られるので住めるのですが、美杉地域は生活をする場所には厳しい場所で

す。 

今日も雪が降っていましたが、三多気地区は海抜 400ｍから 500ｍくら

いの所まで集落があります。そこで生活するということは、なかなか普通

では考えられない状況です。 

棚田ももう少し規模が大きければ農業保護の観点から、全体的に考えら

れるのですが、それほど大きくありませんし、独自性を認識した上で、考

えていただきたいと思います。 

 そこに住んでいる人は、景観に対する高い意識をお持ちですが、高齢化

と生活するには厳しい場所だということを認識していただいて、みなさん

で応援していただきたいと思います。 

景観だけの問題ではないですが集落の保全ということで取組ができれ

ばと思います。 
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議長  景観計画の枠組みの中でも地域作りを後押しできる部分はたくさんあ

りますので、この審議会としても引き続き楠原と美杉地域のその後の状況

について適宜報告いただければと思います。 

他の部局の協力がないとできない施策もありますし、太陽光発電の問題

とか、住み続けたいという人が家を改修するときに、この景観の補助金を

使うことができるとか、この枠組みでも応援できる施策だと思いますの

で、引き続きこの問題についてみんなで考えていきたいと思います。 

新年度に入ってからも、地元の方々と話し合いは続けていただけるとい

うことでよろしいでしょうか。 

都市計画 

・景観担当主幹 

はい。 

議長 では、地元との協議は引き続きお願いします。 

 

・景観法第１６条に基づく届出等の状況について 

議長 

 

都市計画 

・景観担当主幹 

続きまして、「景観法第１６条に基づく届出等の状況について」事務局

から説明お願いします。 

それでは、平成２８年度景観法第１６条に基づく届出等の状況について

説明いたします。 

大規模な建築や土地の開発などの行為は、地域の景観に大きな影響を与

えることから、一定の規模を超える建築行為等については、景観法に基づ

く届出制度によって、津市景観計画の景観形成基準に適合するよう誘導し

ています。 

届出の主な流れですが、まず、景観法第１６条に基づく届出を行う前に、

事前協議を行います。事前協議が完了すれば、届出をいただきます。基本

的には事前協議が完了しているので、届出された案件は、津市の景観形成

基準に適合しているものになります。 

以上が通常の流れですが、津市の景観の中で特に重要な景観形成地区内

の建築行為と、周辺の景観に大きな影響を及ぼす高さ３０m 超、又は建

築面積３０００㎡超の建築行為については、審議会の部会で景観形成基準

への適合や、景観配慮についてご意見をいただき、それを基に、事前協議

を行います。 

協議が完了しましたら、先ほどと同じように届出、審査、着手となりま

す。 

今年度からは、一身田寺内町を重点地区に指定しましたことから、重点

地区内の建築行為につきましても、審議会の部会で御意見をいただいてお

ります。 

また、国の機関、地方公共団体が行為を行う際に受ける、景観法第１６

条第５項の規定に基づく通知につきましても、より良好な景観の形成を図

るために、昨年９月より景観形成地区内の建築行為と、周辺の景観に大き

な影響を及ぼす高さ１０m 超、又は建築面積１０００㎡超の建築行為、

また、重点地区内の建築行為については、審議会の部会で景観形成基準へ

の適合や、景観配慮についてご意見をいただき、それを基に、審査を行う

こととしました。 

審査が完了しましたら着手となります。 

それでは実際、昨年４月から本年１月末日までの届出の状況について説

明します。 

お手元の資料２－１平成２８度届出一覧及び資料２－３平成２８年度 
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景観法に基づく届出・通知の状況をご覧ください。建築物の新築が２１件、

増築が７件、色彩の変更が２件、工作物の新設が２２件、増築が２件、色

彩の変更が５件、開発と土地の形質の変更が１４件。合計７３件の届出が

あり、このうち、部会で審議をいただいたものは、重点地区では戸建住宅

の新築が２案件、消火器ボックスカバーの新設が１案件、景観形成地区で

は、事務所と診療所の新築が２案件、一般地区では、店舗、配送センター

及び宿泊施設の新築が６案件、工場の増築が２案件でした。 

また、昨年４月１日より届出対象としております太陽光発電設備に関す

る届出ですが、新設が８件、増築が２件、開発や土地の形状変更が６件で

した。 

なお、勧告、公表、変更命令を行ったものはありませんでした。 

部会での意見を踏まえ、施主に配慮を求めた結果、その意見を反映して

いただいた事例がありますので、ご紹介させていただきます。 

この事例は、アプローチのタイルの色彩に対してご意見をいただいた事

例です。部会からは、「タイルの色彩を変更した方が周辺景観との調和が

図れる。」と言った意見が出され、その意見を踏まえ施主に伝え、配慮を

求めたところ、イラストにあるように当初の計画を変更し、周辺の景観と

調和の図られた色彩に変更していただきました。 

また、この事例とは別の案件で、外壁の色彩に対して御意見をいただい

た事例がありましたが、部会から出された意見を踏まえ、施主に伝え、配

慮を求めたところ、当初の計画を大きく変更し、周辺の景観との調和が図

られた色彩に変更していただいた事例もあります。 

次に通知です。資料２－２平成２８年度通知一覧及び資料２－３平成２

８年度景観法に基づく届出・通知の状況をご覧ください。 

通知は、国の機関又は地方公共団体が行為を行う際に受けるもので、届

出と異なり事前協議は行いません。ただし、良好な景観の形成のため必要

があると認めるときは、制限に適合するようとるべき措置について協議を

求めることができます。 

本年度、通知は、建築物の新築が１件、増築が２件、色彩の変更が５件、

工作物の新設が１件、土地の形質の変更が５件。合計１４件の通知があり

ました。なお、部会案件はありませんでした。 

行為が行われた箇所の概要は資料２－３をご覧ください。以上が本年度

の届出、通知の状況です。説明は以上です。 

議長 ただいま、事務局より「景観法第１６条に基づく届出等の状況について」

報告がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらご発言願います。 

委員 太陽光発電の届出がたくさんありますが、指導・勧告等を行ったものは

ありますか。 

都市計画 

・景観担当主幹 

太陽光発電設備の設置につきましては、景観法では行為を規制すること

はできませんので、周辺の景観と調和するよう配慮を求めるということ

で、パネルの色を黒やダークブラウン系にしていただくとか、ピカピカ光

るようなパネルは避けていただくとか、附属設備のパワーコンディショナ

ーなどにはなるべく周辺から浮かないような落ち着いた色彩にしていた

だくよう配慮を求めています。 

また、周辺にフェンス等を設置する場合は、できるだけ植栽を設けてい

ただくよう景観上の配慮は求めていますが、設置自体の規制までは及んで

いません。 

議長  現在津市では、太陽光発電設備の設置に係るガイドラインは作成してい
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ますか。 

都市計画 

・景観担当主幹 

 作成しておりませんが、今年４月から三重県が景観法の届出対象工作物

にするということで、それに合わせてガイドラインを作成されました。本

市も参考にさせていただきたいと考えております。 

議長 来年度の重要検討事項として取り扱ってください。どこの景観行政団体

も太陽光発電のガイドライン作成に着手しています。 

三重県では最初に桑名市で作成しました。そのとき私も桑名市の景観審

議会会長として携わったのですが、そのあと三重県が作成し、今は志摩市

が住民の反対運動なども起こっている状況で、急遽作成しようということ

になりました。 

津市も面積が広く、かなり届出があるようなのでガイドラインを作成し

た方が良いかもしれません。ここまではきちんと指導できると言った基準

があった方が良いのではないでしょうか。 

ケースバイケースでは、なかなか指導しにくいですよね。しかも、届出

は１０００㎡以上が対象ですので、実際は届出に引っかからないような小

さい規模の太陽光発電があります。今日、報告いただいたのは規模の大き

いものですから、きちんとここまでは配慮してくださいといったガイドラ

インを作成した方が良いです。 

志摩市で問題になっていましたが、５００㎡でもかなり大きいので、太

陽光発電に限ってはかなり小規模のものを届出対象にして、行政として動

向は把握しておいた方が良いと思います。 

届出すらないと、景観担当者としても全く分からないですよね。資料の

２－３を拝見すると郊外が多いですか。農地利用が多いですか。それとも

市街地ですか。 

都市計画 

・景観担当 

 ほとんどの届出が農地ですが、今年度は工場内の駐車場の屋上に太陽光

発電設備を設置した届出が１件ありました。 

委員 太陽光発電は本当に美しくなくて、東京から妹が来た時に「なにこれ。」

と言って驚いていました。 

伊勢神宮に行くときも国道２３号沿いに太陽光発電があって、見たこと

ない人にとっては SF の世界があるように見えるみたいで、興醒めしてし

まいます。せっかく、すばらしい文化遺産などがたくさんあるのに、太陽

光パネルで台無しにしているのがもったいないです。 

議長 

委員 

両立をしていく考え方が必要ですね。 

私は介護の仕事をしていますが、高齢化が問題になっていますね。 

景観に関連しますと空き家の問題もあります。しかし、榊原の方も高齢

者が多く、老後、介護保険を支払っていてもサービスを受けられる老人施

設がありません。デイサービスもなくて、自分で選択して介護サービスを

受けることができません。 

最期はご自宅で暮らしたいと思っている方が多いのですが、そういった

サービスが使えないと、家族の方は施設にお世話になるしかありません。

施設への入所者が増えると、空き家も増え、その方が住んでいた家は雨戸

が閉まった状態になります。そして、周りの家族は１年に１回、空気を入

れ替えに来るだけになります。 

空き家なのですが、家族の思い出の詰まった家を取り壊すことができな

い状況にあります。隣が空き家になると、周りの人も寂しい想いをします。 

最近、補助金を出してリフォームし、都会の人が移り住む事例をテレビ

で拝見しましたが、住んでいる人が活性化し、周り近所の方たちとコミュ
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ニケーションすることでさらに地域は活性化します。 

高齢者は若い人がもっていないものをもっています。例えば、草鞋を編

んだり、下駄を作ったりできます。高齢者に活性化してもらうことで、そ

のことを若い世代や子どもたちに気づいてほしいです。そうすれば田舎暮

らしの良さを理解してもらえるし、地域の活性化が図れると思います。 

三多気地区も高齢者が多いようですが、ぜひ高齢者を大事にしてほしい

です。 

議長 どこも共通した問題ですね。高齢化で人口が減少して、空き家が増えて

いるのですね。 

委員 景観的に考えるとまちなみの保全は大事なことですが、太陽光発電など

は再生可能エネルギーとして、環境面から考えると非常に経済活動として

もよいと思います。 

しかし、どこで両立していくかというのが非常に難しい問題です。まち

なみ修景整備補助金の説明がありましたが、消火器を修景する事例として

取り上げていただきました。消火器自体は目立つ目的で赤色にしてあるの

に、そこを景観的に木で覆ってしまうと、本来の消火器の意味がなくなっ

てしまう感じがします。そこに消火器があることが分からなくなってしま

うことになります。そういったことも意識しながら景観を考えていかない

といけないのかなと思います。 

また、芸濃地区や美杉地域の説明もありましたが、これも非常に難しい

問題だと思います。少子高齢化というのは、郊外に限らず中心市街地でも

起こっています。生活の基盤をどこにもっていくかというのが、重要な問

題です。 

最終的には、住居地区として存続していくのか、美観を維持していく観

光地として存続していくのか、選択が迫られる時期が来ると思いますの

で、そういったことを念頭におきながら、今後もいろんな事をいろんな面

から考えていかないといけないと思います。 

経済的な活動の部分であるとか、観光の部分であるとかいろいろ考える

と非常に難しい部分があるのですが、そういったことも考えながら取組ん

でいかないといけないと思います。 

議長 その通りだと思います。バランスを取るということだと思います。 

太陽光発電も自然再生エネルギーの活用という意味では国は進めてい

ますし、太陽光発電の資格を取って社会的責任をもつ企業が設置をし、後

処理も保証されている仕組みがあれば、肝要なのですが、それが保証され

ていない企業が出てきています。 

中長期的に見て太陽光発電が環境と景観と現実的にうまくいくような

仕組みが全国的に求められているような気がしますので、うまく両立する

仕組みをみんなで考えていく必要があると思います。 

委員 

 

景観というものを考える時に、いろんな方向からの考え方があると思う

のですが、時間軸でだいぶ変わってくるような気がします。 

短期的に考えるものと中長期的に考えるものがあると思うのですが、予

算を出すということに関しても未来永劫出し続けることはできませんの

で、これだけしかないものをこの時期に出す。ここから先はこの時期に出

すと言ったように、時間単位で考えていかないと、議論だけで結論が出な

いような感じがします。 

景観形成というのは、大事なことだと思っているのですが、そもそも自

然のものなので、１００年２００年単位で考えていくと消えていくことも
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ありなのかなと少し感じます。 

そうなってくると、時間単位である程度ものを区切っていかないと、議

論にならないと考えます。 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会の大きな変化の時代に我々は向き合っていると思います。今まで考

えてきたやり方が通用しないので、中長期的な視点で考えていく必要があ

ります。 

参考までに、EU では建築したりまちを活性化させたりするときに景観

を考えるのは当たり前というふうに最初からこの制度に組み込まれてい

るので、みなさん自然環境のこととか歴史文化のことを考えながらまちづ

くりをやっています。 

日本は大正時代にまちづくりするときに、政府内で景観を都市計画の目

的に入れるかどうかという根源的なことについてしたのですが、その時は

財源確保の問題のため、目的から除外されたという過去があります。 

当時、政府の中にもヨーロッパのように最初から都市計画の目的の中に

景観を位置づけてやった方が良いという意見もあったのですが、結果的に

は通らず、今世紀に入り、一通り開発が終わったあとになって景観法が施

行されました。 

そのような状況なので、景観法は既存法との調整に苦慮しながら誕生し

ています。景観法は、隙間の法律とも言われていまして、例えば森林法や

農振法などのいろんな法律の中で根本的な問題があると、いくら景観法で

も乗り越えられないという状況があります。 

しかしながら、全国的に景観行政団体がものすごく増えていまして、既

存の枠組みを超えて新しい景観法で解決できる部分もありますので、既存

の法律とうまく連携しながら良い景観にしていこうという動きが盛んに

なってきています。 

私見ですが２０年後、３０年後に景観法がもう少し変わってくるのかな

と思います。現状は隙間法で、既存の法律の問題点の隙間をつついて、で

きるところからやっていこうという位置づけですので、最初は景観法だけ

で大きな成果と言うのはすぐには上がりにくいのですが、継続的な取組を

することによって、既存の法制度と連携していくことでもっとスムーズに

いくのではないのかなと思います。 

引き続き景観審議会でみなさんと一緒に議論をし、事務局と連携しなが

ら、重点地区候補地に挙がっている美杉地域や他の地域が重点地区指定で

きるように、応援できないか議論していきたいと思います。 

本日は、津のまちづくりの根本的なところなど、深い意見をいただきあ

りがとうございました。 

最後に、会議次第の「３ その他」について、事務局からお願いします。 

都市政策課長 その他事項として、本審議会委員の委嘱に関してご連絡させていただき

ます。現在の津市景観審議会委員は、平成２９年６月３０日をもって任期

満了となります。 

皆様には、一身田寺内町地区の重点地区指定や、まちなみ修景整備事業

補助金などにつきまして、熱心にご議論いただきましたこと、心よりお礼

申し上げます。 

次期委員の委嘱予定としましては、学識経験者４名、各関係団体からの

推薦者５名、そして、公募委員を３名程度と考えております。 

公募の詳細につきましては、広報津５月１日号に掲載させていただく予

定ですので、本日はご説明を控えさせていただきますが、現在の公募委員
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の皆様につきましても、再任が可能となっております。ただし、本市の他

の審議会の委員などに既に選任されている方の場合は、ご応募いただくこ

とができない等の条件がございますのでご了承ください。 

連絡事項は以上です。 

議長 以上をもちまして、第６回景観審議会を閉会とします。 

 

４ 閉会 

都市計画部長 閉会あいさつ 

 


